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今日の流れ

１．宿泊税の徴収事務について（10分）

２．宿泊税の使途について（10分）

３．システム改修補助金について（10分）

４．質疑応答（50分）



１．宿泊税の徴収事務について（目次）

１．宿泊税について
２．宿泊税の仕組み
３．特別徴収義務者の登録等
４．宿泊税の申告納入
５．適正な申告納入のために
６．その他



１．宿泊税について

宿泊税の概要
宮古島市における宿泊税の概要は、以下のとおりです。
項目 内容

課税開始時期 令和９年２月１日予定

課税客体 旅館、ホテル、簡易宿所、民泊の施設における宿泊行為

納税義務者 宿泊者

税額 １人１泊あたりの宿泊料金に1.2％（上限1,200円）
※沖縄県宿泊税0.8％（上限800円）と併せて徴収するため 計2.0％（上限2,000円）

課税免除 ・学校の教育活動に伴う宿泊（修学旅行、部活動等）
・スポーツ大会、文化大会への参加に伴う宿泊（地域クラブ等）
・外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

徴収方法 宿泊者（納税義務者）から宿泊事業者（特別徴収義務者）が宿泊税を徴収し、宮古島市へ納入する方法（特別徴収）

申告・納入方法 原則、１ヶ月分ごとに申告と納入をする必要があります。
※一定の要件を満たす場合は３ヶ月ごととする特例があります。

特別徴収義務者報償金 徴収した税額の2.5％ ※導入から５年は3.0％

税収規模試算 約5.0億円

その他 沖縄県より税導入に伴う宿泊税のシステム改修補助を予定



１．宿泊税について

宿泊税の徴収方法
○特別徴収制度
・宿泊税の納税義務者は、宮古島市内の宿泊施設の宿泊者
・宿泊税は宿泊料金と合わせて宿泊施設で徴収され、宮古島市に申告納入されます。
・この制度を「特別徴収制度」といいます。

○特別徴収義務者
・宿泊税の納税義務者は、宿泊施設の経営者
※上記以外に、「宿泊施設の徴収について便宜を有すると認められる方」が
特別徴収義務者になることがあります。
宿泊施設の経営者と実質的な宿泊施設の経営者が異なる場合
委託契約等により宿泊施設経営の決定権が宿泊施設の経営者以外の方にある場合等



２．宿泊税の仕組み

課税客体・納税義務者

宿泊税の課税対象となる行為（課税客体）は宿泊施設への宿泊で、
宿泊税を納める方は（納税義務者）は宿泊者となります。
宿泊税は、課税開始予定日である令和９年２月１日以後の宿泊施設への
宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。

※ 令和９年２月１日のチェックインから宿泊税が課税されます。

※ 令和９年２月１日よりも前に予約があった場合でも宿泊税が課税されます。

※ 宿泊料金が発生しない場合又は課税免除となる場合は課税対象となりません。



２．宿泊税の仕組み
宿泊
宿泊とは、一般的には寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い、宿泊施設を利用する行為を
いいますが、宿泊税においては、以下の基準に合致するものを課税対象となる宿泊として取り扱い
ます。

宿泊者
宿泊者とは、宿泊施設から宿泊設備の提供を受け、その設備を利用して宿泊する者をいいます。
宿泊料金を宿泊者以外の第三者が負担した場合であっても、実際の宿泊者が納税義務者となります。

課税対象となる宿泊の判断基準
ア その利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの
イ ア以外の場合で、その利用行為が日をまたぐ６時間以上の利用であるもの

税額
宿泊者1人1泊あたりの宿泊料金に定率２％（上限2,000円）が課税されます。
※沖縄県宿泊税と併せて徴収する税額で説明しております。
※再掲：宮古島市税率1.2％（上限1,200円）、沖縄県税率0.8％（上限800円）となります。
※ 宿泊料金とは、食事代や消費税等を除いた素泊まり料金のことをいいます。



２．宿泊税の仕組み

宿泊料金
宿泊料金とは、宿泊に伴う料金のほか、その名称に関わらず、宿泊者が宿泊の対価又は負担
として宿泊施設の支払うべき金額をいいます。

宿泊の利用行為に係る対価又は負担として
宿泊者の意思に関わりなく請求されるもの
・清掃代

・寝具使用料、寝具クリーニング代

・入浴代

・寝間着代

・サービス料、奉仕料 等

以下については、宿泊料金に含まれる場合
であっても控除します
・食事代

・遊興費

・会議室の使用等にかかる金額

・消費税、入湯税等の税・立替金

・宿泊者が任意で支払った心付け、

チップ、祝儀

・オプションとしての追加清掃代

・損害賠償金 等

【宿泊料金に含まれるもの】 【宿泊料金に含まれないもの】



２．宿泊税の仕組み
課税免除
下記の アについては、「学校の教育活動であることの証明書（学校用）」、イについては

「日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書（地域クラブ等）」
及び「宿泊税課税免除申請に係る大会通知書」を宿泊者から受領することが必要です。

○ 宿泊施設側で、大会の主催団体などの課税免除の要件を確認する必要はありません。
課税免除の判断は、証明書及び通知書の有無により行ってください。

○ 当該証明書等は、納入申告の際の提出は不要ですが、宿泊施設において５年間保存をお願いします。

◆ 課税免除を
受ける場合の手続き

ア 学校の教育活動に伴う宿泊 イ スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊



３．特別徴収義務者の登録等

特別徴収義務者としての登録

宿泊事業者は令和９年１月２７日までに宿泊施設ごとに特別徴収義務者の登録の手続きが必要
となります。
（令和９年２月２日以降に経営を開始する場合は、開始５日前まで）

特別徴収義務者登録後、宮古島市が「宿泊税特別徴収義務者証票」を交付します。
フロントなど宿泊者の方から見えやすい場所に証票を掲示してください。

※システム改修費用補助金の申請に際して、登録が必要条件となります。

登録申請 証票の受領 証票の掲示



３．特別徴収義務者の登録等

【申請時の提出書類】

登録を申請する場合、次の書類を揃えて提出してください。

（実質的な経営者が営業許可者等と異なる場合）

① 宿泊税特別徴収義務者登録申請書

② 法人の場合 現在登記事項証明書

個人の場合 本人確認書類の写し（マイナンバーカード等）

③ 旅館業の場合 旅館営業許可証の写し

住宅宿泊事業の場合 届出番号及び建物の所在地が確認できる書面の写し

④ 実質的経営者である旨の申立書

⑤ 経営委託契約書等の写し



４．宿泊税の申告納入

申告納入期限

宿泊者から徴収した宿泊税は、宮古島市へ徴収した税額を申告のうえ、その税額を納入する
必要があります。
各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、宿泊
施設ごとに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付のうえ、
宮古島市税務課に提出してください。
併せてその税額を「宿泊税納入書」により納入してください。

※沖縄県宿泊税も宮古島市が一括して課税と徴収を行いますので、県宿泊税を分ける必要は
ありません。
申告書及び納入書は県税、市税を合わせた額を記入し、提出・納入していただきます。
→沖縄県宿泊税は、宮古島市から沖縄県に払込みをします。



４．宿泊税の申告納入

申告納入期限の特例

特別徴収義務者の申告納入期限の手続きを軽減するため、月平均納入金額30万円以下（市県分
合わせて年間納入額が360万円以下）、滞納がないことなどの要件を満たす場合は、申請し、
指定を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。
この特例を受けると、以下のとおり、３ヶ月分をまとめた年４回の申告納入期限となります。

・指定後、適用開始月（３月、６月、９月、12月

のいずれか）を記載した「指定通知書」を送付

します。

・指定通知書に記載の適用開始月は、右記の表の

「宿泊のあった月」を指します。

・適用開始月以前の申告納入期限は、原則どおり

宿泊のあった月の翌月末日です。

宿泊のあった月 申告納入期限 特例申請期限

３月分・４月分・５月分 ６月末日 ２月末日

６月分・７月分・８月分 ９月末日 ５月末日

９月分・10月分・11月分 12月末日 ８月末日

12月分・１月分・２月分 ３月末日 11月末日



４．宿泊税の申告納入

申告宿泊税納入申告書

宿泊税納入申告書の提出方法（いずれかの方法で提出）
・地方税ポータルシステム（ｅLTAX）による電子申告
・市税務課への郵便または信書便で送付
・市税務課への窓口提出

【注意点】
ア 申告すべき宿泊税額が０円の場合も、申告書及び月計表の提出が必要
イ 申告書は、宿泊施設ごとに作成
ウ 申告納入期限の特例が適用されている場合、１枚の申告書に３ヶ月分の申告内容を記入する。
エ 特別徴収制度においては、納税義務者が宿泊税相当額を未払いであっても、課税の対象となる

「宿泊」があれば、特別徴収義務者がその徴収すべき宿泊税相当額を申告納入していただくこと
となります。



５．適正な申告納入のために

帳簿等の記載・保存
日々の宿泊税額を適正に保存していただくために、帳簿の備付けと、その帳簿に記載された
取引等に関して作成した書類を保存する必要があります。
また、電磁的記録（電子データ保存）をもって、帳簿書類の作成、備付け及び保存に代える
ことができます。
【帳簿の記載及び保存】

【書類の作成及び保存】

記載事項

宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税の課税免除となる宿泊者数、
宿泊料金及び宿泊税額
※上記の事項が網羅されたものであれば、日々作成される業務用帳簿等に代えていただいて
構いません。

保存期間 申告納入期限の翌日から５年間

作成要件 宿泊に係る売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊料金及び宿泊税額が記載
されているもの

保存期間 申告納入期限の翌日から５年間



６．その他

電子申告等
宿泊税に関する申告納入等の手続きについて、「地方税ポータルシステム
（ｅLTAX）」の利用を予定しています。

※ｅLTAX（エルタックス）とは、「地方税共同機構」が開発・運営する、地方税における手続きをインターネットを

利用して電子的に行うことができるシステムです。

※ｅLTAX対応ソフトウェアである「PCdeskNext」を利用することで電子申告・電子申請が可能となり、申告後に

「Pcdesk」（DL版又はWeb版）を利用することで電子納付が可能となります。

※具体的な操作方法についてはPCdeskNext特設ページをご覧ください。

※詳しくは、下記サイトをご確認ください。

○ｅLTAXのホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/

○ｅLTAXのよくある質問：https://www.eltax.custhelp.com/

○PCdeskNext特設ページ（※スマホ利用不可）：https://www.eltax.lta.go.jp/news/07816

※ｅLTAX利用時間は、8時30分から24時までとなっています。



２．宿泊税の使途について

宮古島市 観光商工課



２．宿泊税の使途について

 宮古島市観光振興ビジョン、宮古島市観光振興基本計画に基づく施策に充当

 持続可能な観光地域づくりに資する施策に充当

 既存事業への予算充当ではなく、新規事業や拡充事業に充当

基本方針



２．宿泊税の使途について

以下の４つの柱を元に、使途事業の議論を行い決定します。

受入体制の充実強化

• 観光に関する危機管理、二次交通、観光関連施設整備、人材育成・確保、その他

環境及び景観の保全

• 観光地・海岸・道路の美化、清掃、除草、植栽など

文化芸術・スポーツ振興

• 文化・芸能・歴史・史跡等を活用した高付加価値コンテンツ造成支援、スポーツ合宿支援など

持続可能な観光の推進

• 観光協会が推進するサスティナブル・ツーリズムガイドラインの普及促進など



２．宿泊税の使途について

宮古島市法定外目的税
庁内検討委員会

（仮称）宮古島市
宿泊税使途検討部会

宮古島市各部局議 会

宿泊税 基 金

市観光商工課



３．システム改修補助金について

沖縄県



沖縄県宿泊税への対応に向けた

システム改修等補助金について



1■事業目的

システム改修等が必要な事業者の皆さまは、
是非、この補助金をご活用ください。



2■補助金交付対象者

本社所在地が沖縄県
以外（国内・海外）
でも沖縄県内に所在
する宿泊施設であれ
ば、補助対象です。

市町村独自の宿泊税の導入を予定
している本部町、恩納村、北谷町、
宮古島市、石垣市に所在する宿泊
施設についても補助対象です。
ただし、当該市町村長に特別徴収
義務者としての登録を申請した者
又は申請する予定の宿泊事業者と
なります。

特別徴収義務者として
の登録を知事等に申請
した者又は申請する予
定の宿泊事業者となり
ますので、改修、支払
いを終え、実績報告を
行う日までに登録を完
了してください。



3■補助対象の経費



4■補助対象事例

リースに係る月額の
使用料等は
対象外です。

自動チェックイン機等の宿泊税
の徴収に必要な機能以外にも
様々な 機能を有している機器
等に関しては、本事業の補助金
ではそのうち、宿泊税の徴収に
かかる必要な機能の追加に要す
る費用について、補助対象とい
たします。

想定している改修等の
内容が補助対象経費と
なるか不明な場合は、
予定している内容の分
かる資料（見積・カタ
ログ等）をご準備の上、
一度事務局へご相談く
ださい。



5■申請から補助金交付までの流れ

申請書の作成・提出 一次審査
申請書類確認・審査

二次審査
申請審査書類確認

交付決定・交付通知

請求書確認・提出 請求書確認・振込
振込金額確認

額確定通知書送付 額の確定・確定通知

交付通知書送付

宿泊事業者様 事務局 沖縄県

審査書類提出
申請書の修正

不備がある場合は、修正依頼

システム改修

実績報告書作成・提出
（必ず交付決定後）

一次審査
実績報告確認・審査

二次審査
実績報告確認・審査

郵送希望者へは申請資料を
送付（返信封筒含む）

請求書作成・提出

代金の支払い（R9.1.31まで）



6

申請前に必ず
「交付要綱」等をご確認ください。

申請・実績報告・請求書発行まで、
電子申請を基本とします。

＊電子申請が難しい場合は、事務局へご相談ください。

●申請期間：令和８年３月１日～６月末日まで

■申請から補助金交付までの流れ

＜※この期間内でシステムの改修を完了する必要はありません。補助金を受けるための申請期間となります＞



7■電子申請方法について
●事業専用サイトへアクセス
（沖縄県宿泊税システム改修補助金で検索） ●電子申請フォーム

②個人情報取り扱いに
ついての確認・承認

①ログイン＊トップページにて申請の手順の確認や
必要書類もダウンロードが可能

電子申請フォームへ遷移します

「はじめての方へ」



8■電子申請方法について
●電子申請フォーム

③基本情報の登録

申請に必要な項目を入力
＊未入力や入力不備がある

場合は、アラートにてお知
らせします

●一度登録した基本情報は、紐づけ

が可能となっており、申請時に入力

することで、その後の変更や「実績

報告」「口座登録・請求書」 の際に

は、メールアドレス・PWのみで簡略

化が可能です。



9■電子申請方法について
●電子申請フォーム

③基本情報の登録

●承認事項を確認いただき、
※チェックがない場合は、申請に
進めません。

県税に未納がないことが分かる書類
「沖縄県税の滞納がないこと」の証明
をアップロードください。



10■電子申請入力方法について
●電子申請フォーム

④申請内容入力

この画面にて、交付申請書（様式第1
号）は、全て入力済みとなりますので、
改めて作成する必要はありません。

複数施設を申請する際には、

施設ごとの申請となります。

「申請ページ」をクリックしていた
だくと、新しい申請フォームへ移動
し、入力できます。

※申請者基本情報は、繰り返し入力

の必要は、ございません。



11■電子申請入力方法について
●電子申請フォーム

④申請内容入力

この画面にて、実施計画書（様式第1-1号）は、全て入力済み

となりますので、改めて作成する必要はありません。

※下記提出書類をアップロードいただきます

(A) 補助対象経費算出の根拠となる書類（カタログ、

見積書 等）

千円未満は自動切り捨てとなります

(E) その他知事が必要と認める書類

(B) 宿泊税特別徴収義務者「証票」の写し

(C) (B)が登録申請前で提出できない場合は旅館業法許

可書の写し又は住宅宿泊事業法第３条第１項の届出番

号の通知又は標識の写し。

(D) 宣誓・同意書

＊法人代表者又は個人事業主の自署となります



12■電子申請入力方法について
●電子申請フォーム

④申請内容入力

交付金入金先の口座情報の入力ください。

また、県からの交付金支払いを行うためには、

債権者登録が必要になりますので、所定の

フォーマットへ記入いただき、アップロード

ください。

※下記提出書類をアップロードいただきます

●債権者登録申出書

●通帳の写し



13■交付金申請手続きの主な注意点

システム改修の開始時期は、交付決定通知日以降となります。
交付決定前に行ったシステム改修等は、原則補助金の対象となりま
せんので、ご注意ください。
なお、交付決定前からシステム改修等を行う必要がある場合は、
一度事務局へご相談ください。

補助金対象経費になるか否かご不明の場合は、実施を予定している内
容の分かる資料（見積、カタログ等）をご準備の上、一度事務局にご
相談ください。内容を確認の上、ご回答いたします。

補助事業において支払った経費に含まれる消費税は、仕入税額控除の対象と
することができます。消費税も含めた額を補助金として受領した場合は、重
複した交付となり、返還の必要が 出てしまいますので、補助金との重複受領
を避けるため、消費税額を除いた金額を申請してください。
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●事業専用サイトへアクセス
（沖縄県宿泊税システム改修補助金で検索）

●電子申請フォーム

①ログイン（申請時に登録したアドレス・パスワード）
＊基本情報は、申請時に入力いただいておりますので、
再入力の必要はございません

電子申請フォームへ
遷移します

入力画面に移動します

■電子実績報告入力方法について
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●電子実績報告フォーム

⑤実績報告内容入力
この画面にて、実績報告書（様式第８号及び

8-1号）は、全て入力済みとなりますので、
改めて作成する必要はありません。

■電子実績報告入力方法について

複数施設を申請する際には、施設ごとの申

請となります。

「実績報告」ボタンをクリックしていただ
くと、新しい申請フォームへ移動し、入力
できます。

※補助金交付額は、千円未満は自動切り捨てとなります

千円未満は自動切り捨てとなります



16■電子実績報告入力方法について
●電子申請フォーム

⑤実績報告内容入力

※下記提出書類をアップロードいただきます

(A) 実施結果が確認できる書類（契約書、納品書、

整備完了報告書、マニュアル）の写し、写真等

(E) その他知事が必要と認める書類

(B) 支出が確認できる書類（振込通知書等）の写し

(C) 交付申請の際、宿泊税特別徴収義務者「証票」

の写しを提出していない場合は、これも添付するこ

と。

(D) 沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等

補助金に係る取得財産等管理明細表（様式第13号）
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●事業専用サイトへアクセス
（沖縄県宿泊税システム改修補助金で検索）

●電子申請フォーム

①ログイン（申請時に登録したアドレス・パスワード）
＊基本情報は、申請時に入力いただいておりますので、
再入力の必要はございません

電子申請フォームへ遷移します

■電子請求書入力方法について

入力画面に遷移します



18■電子請求書入力方法について

この画面にて、精算払請求書（様式第

10号）は、全て入力済みとなりますの
で、改めて作成する必要はありません。

●電子申請フォーム

⑥請求書内容入力

複数施設ごとに交付決定を受けた場合は、

施設ごとの請求となります。

「請求手続き」ボタンをクリックしてい
ただくと、新しい申請フォームへ移動し、
入力できます。



19■各種通知について
●交付決定通知

●額確定通知
補助金額が確定後、「補助金確定通知書」を郵送。
ご確認いただき、確定額にて、請求書を発行いた
だきます

交付が決定した後、「交付決定通知書」を郵送。

各種通知書につきましては、
重要な書類となりますので、
必ずご確認いただき、保管して
ください。



ご不明点がございましたら、お気軽に事務局までご連絡ください。

20■事務局へのお問い合わせ

事務局は、平日10時から17時です。

電話や問い合わせフォームからのお

問い合わせを基本といたしますが、

ご希望に応じてオンライン

（zoom）での対応も可能です。

●フリーダイヤル
0120-153-048

●事業サイトからの
お問い合わせ



４．質疑応答


